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２　詳細技術報告書の説明

2.1 詳細技術報告書の背景

NUMO技術報告会
２００４年６月１日

原子力発電環境整備機構（NUMO)

北山北山北山一美一美一美
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説明内容

1. はじめに

– 地層処分計画の進展

– 最終処分法と安全規制

2.　原環機構の事業への取り組み

3.　公募関係資料

4.　詳細技術報告書の位置付け

5.　まとめ
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地層処分計画の進展

建設・操業

法規制等

処分事業

最終処分施設建設地選定
処分地選定プロセス

事業許可申請

2000

2030
2020

2010

2040

研究成果
第２次取りまとめ
（地層処分の技術的信頼性）

「特定放射性廃棄物の最終処分
に関する法律」（最終処分法）
（2000年6月）

原子力発電環境整備機構 設立（2000年10月）

特定放射性廃棄物処分の概要調査地区等の選定
手順の基本的考え方について（2001年11月）

高レベル放射性廃棄物処分の最終処分施設の設置
可能性を調査する区域の公募について（2002年12月）

「高レベル放射性廃棄物の
処分に係る安全規制の
基本的考え方について
（第１次報告）」（2000年11月）

「高レベル放射性廃棄物処
分の概要調査地区選定段階
において考慮すべき環境要
件について」（2002年9月）

超深
地層
研究
所計
画（
瑞浪
）

深地
層研
究所
計画
（幌
延）
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最終処分法

基本方針と最終処分計画の策定
国の意思決定の明確化

実施主体の設立
処分場サイトの選定から処分場の建設，操業，閉鎖までの事業

拠出金の制度化
発電用原子炉設置者の拠出金納付の義務

サイト選定プロセス
段階的なサイト選定の進め方

　　　（概要調査地区→精密調査地区→最終処分施設建設地）

安全確保のための規制
　別の法律で定めることを規定
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最終処分法の基本的枠組み

経済産業大臣
〇基本方針の策定
　最終処分の基本的な方向，関係住民の理解の促進のための施策　等
〇最終処分計画の策定（５年ごとに，10年を一期として策定）
　最終処分を実施する時期，処分量，概要調査地区等の所在地　等

発
電
用
原
子
炉
設
置
者

拠出金の納付

(財)原子力環境整備促進
・資金管理センター
（資金管理主体：指定法人）

　・資金管理・運用拠出金の
取り戻し
(経済産業
大臣の承
認が必要)

拠出金の
外部管理

原子力発電環境整備機構
（処分実施主体：認可法人）

　・概要調査地区等選定
　・施設の建設，改良等
　・拠出金の徴収
　・最終処分の実施　等

拠出金額の
決定

指定
監督

設立の認可，監督
不測の事態への対応
解散の歯止め

実施主体の実施計画策定
経済産業大臣の承認
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３段階の処分地選定過程

日本全国 概要調査地区

ボーリング調査

精密調査地区

地下の調査施設

最終処分施設建設地

最終処分施設
市町村からの応募

概要調査地区の選定段階

調査対象：応募区域およびその周辺　
　　　　　の地域
調査方法：文献調査
調査目的：自然現象による地層の著し
い変動の記録がなく，かつ，将来にわ
たってそれが生じる恐れが少ないと見
込まれること等の確認

精密調査地区の選定段階 最終処分施設建設地の選定段階

調査対象：概要調査地区
調査方法：ボーリング調査，物理探査 等
調査目的：最終処分を行おうとする地層およ
びその周辺の地層が安定していること，坑道
の掘削に支障がないこと，地下水の水流等が
地下施設に悪影響を及ぼすおそれが少ないこ
と等の確認

調査対象：精密調査地区
調査方法：地上での調査，地下の調査　
　　　　　施設での測定・試験等
調査目的：最終処分を行おうとする地層
の物理的･化学的性質等が最終処分施設
の設置に適していること等の確認。
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処分事業の概略スケジュール

２０１０ ２０２０ ２０３０ ２１００
平成１０年代 平成２０年代 平成３０年代 平成４０年代

Step-３

文　

献　

調　

査

概　

要　

調　

査

　

精　

密　

調　

査

　

建　

設　

段　

階

　

操　

業　

段　

階

　 　

閉　

鎖　

段　

階

２０３３～２０３７

事業許可

Step-1
最終処分施設建
設地選定概要調査地区選定

公　

募　

開　

始

Step-２ 精密調査地区選定

調査段階：約２５年 約１０年 約５０年 約１０年

約１００年
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原子力安全委員会が公表した安全確保に関する考え方

　「高レベル放射性廃棄物の処分に係る安全規制の基本的考え方につ
いて（第１次報告）」　（原子力安全委員会，2000年11月6日）

– HLWの処分概念，安全確保原則，安全確保の考え方
– 処分地に要求される環境条件
　　　　①地質環境　②鉱物資源の賦存
– 処分に係る安全規制

　「高レベル放射性廃棄物処分の概要調査地区選定段階において考慮
すべき環境要件について」　（原子力安全委員会，2002年9月30日）

– HLW処分の基本方針，処分に係る安全規制

– 概要調査地区選定段階において考慮すべき環境要件
　 隆起・沈降・侵食，地震・断層活動，火山・火成活動，鉱物資源の賦存，
　岩盤の特性

– 概要調査地区選定段階で考慮すべき環境要件から除外した項目
　　気候変動・海水準変動，地下水の流動特性，地下水・岩石の地化学特性他
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原環機構の事業への取り組み（基本姿勢）

– 各段階ごとに得られた知見を評価・公表し，地域
の意向を確認しながら次の段階へ進む

– 事業に対する地域の理解と自発的な協力を尊重

– 情報の公開と正確でわかりやすい情報の提供

段階的な事業展開

地域の自主性の尊重

透明性の重視

概要調査地区の選定にあたって公募方式を採用
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原環機構の当面の具体的業務

1. 概要調査地区の選定
「文献調査計画書」（仮称）の作成，公表
「概要調査地区選定上の考慮事項」を基に概要調査地区
としての適性評価に必要な文献等を収集，情報を抽出・
整理，分析・評価
応募区域に対応した処分場概念等の検討

2. 最終処分に関する技術開発
「精密調査地区選定上の考慮事項」（仮称）の検討
概要調査技術・評価手法の開発・実証
概要調査結果に基づく処分場の設計・性能評価手法の開
発

3. 公聴・広報活動
新聞広告，TV広告，フォーラム・座談会の開催，パンフ
レット, ホームページ(http://www.numo.or.jp/)等
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立地選定を支える技術的取り組み

1. 高い技術レベルの確保
NUMO技術資料のレベル確保
‐国内外の学会への発表
‐科学・技術雑誌等への論文投稿
‐技術報告書の公表
専門家の意見反映
‐技術アドバイザリー委員会（DTAC/ITAC)
‐個別技術の検討会（国際テクトニクスミーティング，　　　
　処分場概念構築に関する検討会等）
国内外関係機関との情報交換

2. 高い品質の確保
品質マネジメントシステムの構築・運用
‐追跡性，透明性，客観性，再現性，検索の容易性の確保
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技術アドバイザリー委員会の構成

　技術アドバイザリー国際委員会（ITAC)
（委員長：C.McCombie　国際コンサルティング会社社長（スイス））

目　的：
原環機構の概要調査地区等の選定や技術開発等の技術的検討に対し，科学
的根拠や取りまとめの妥当性等について，学識経験者から広く意見を聴取
し内容の充実と客観性の確保を図る。

原環機構

　技術アドバイザリー国内委員会（DTAC)
　 　　　（委員長：大江 俊昭　東海大教授）

地質環境分科会（主査：田中　和広　山口大教授）

・概要調査地区選定上の考慮事項

処分技術分科会（主査：大西　有三　京大教授）

・処分場の概要
※地質環境分科会及び処分技術分科会は2003年3月まで
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公募関係資料

2002年12月19日，全国の市町村を対象に「高レベル放射性廃棄物の最終処分施設
の設置可能性を調査する区域」（応募区域）の公募を開始

応募要領 概要調査地区
選定上の考慮事項

地域共生への
取組み

処分場の概要

公募関係資料

概要調査地区は，応募区域
及びその周辺の地域を対象
として実施する文献調査の
結果に基づき，これらの範囲
の中から選定されます

概要調査地区は，応募区域
及びその周辺の地域を対象
として実施する文献調査の
結果に基づき，これらの範囲
の中から選定されます
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公募関係資料等の構造

レベル2レベル2

レベル 3レベル 3
概要調査地区選定上
の考慮事項の

背景と技術的根拠

応募要領応募要領
概要調査地区
選定上の
考慮事項

概要調査地区
選定上の
考慮事項

地域共生へ
の取組み
地域共生へ
の取組み

処分場の
概要

処分場の
概要

高レベル放射性
廃棄物地層処分の
技術と安全性

公募関係資料公募関係資料

詳細技術報告書詳細技術報告書

ベースベース

レベル1レベル1 公募にあたって公募にあたって

第２次取りまとめ
（サイクル機構）

事業化報告書
（電中研，電事連）

土木学会報告書
（土木学会地下環境部会）
第２次取りまとめ
（サイクル機構）

広報素材広報素材

ビデオ 小冊子
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公募関係資料及び詳細技術報告書の作成

公募関係資料，詳細技術報告書作成の考え方公募関係資料，詳細技術報告書作成の考え方

•公募関係資料には詳細すぎ
て記載しなかった内容の記述
•理解促進のために簡略化し
た内容の正確な記述

ステークホルダー
等の意見聴取

技術報告書の作成技術報告書の作成

公募関係資料の作成公募関係資料の作成

公募開始（公募関係資料
公開；2002年12月19日）
公募開始（公募関係資料
公開；2002年12月19日）

全国の自治体関係者への
伝達事項の抽出
全国の自治体関係者への
伝達事項の抽出

科学的・技術的根拠、説明の充実科学的・技術的根拠、説明の充実

公募関係資料公募関係資料 詳細技術報告書詳細技術報告書DTAC/ITAC
でのレビュー

理解促進のための編集理解促進のための編集

DTAC/ITAC
でのレビュー

DTAC/ITAC
でのレビュー

公表・技術報告会公表・技術報告会
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詳細技術報告書の位置付け

- 各市町村が応募を考える際や応募後の検討に活用していただく
- 核燃料サイクル開発機構はじめ関係機関によって示された地層
処分の技術的成果に，国内外の最新の知見を加え，原環機構が
取りまとめ公表することにより，事業を推進するうえで必要と
なる科学的・技術的基礎を提示する

- 想定する主な読者
　　【概要調査地区選定上の考慮事項の背景と技術的根拠】
　　地球科学等の専門家，「概要調査地区選定上の考慮事項」
の内容についてさらに深く理解したい方々

　　【高レベル放射性廃棄物地層処分の技術と安全性】
　　技術的専門家，「処分場の概要」の内容についてさらに深
く理解したい方々
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「概要調査地区選定上の考慮事項の背景と技術的根拠」

1．目的
　「概要調査地区選定上の考慮事項」設定の背景となる考え方

や科学的・技術的根拠とした情報，データ及び関連資料を
示す

2．主な記載内容
- 日本列島の地質概要，地質構造変遷，自然現象の発生場
と特徴

- 自然現象にかかわる将来予測の考え方

- 考慮事項の設定根拠と詳細内容

- 文献調査・概要調査の概略の内容

- 概要調査地区の範囲の考え方
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「高レベル放射性廃棄物地層処分の技術と安全性」

1．目的
- 「処分場の概要」の理解を促進するため，その背景や基
盤となる情報を提供する
- 応募区域や立地の進展に伴い，どのように処分場概念を
構築していくかを提示する

2．主な記載内容
- 「第２次取りまとめ」（サイクル機構）や「事業化技術報告
書」（電中研・電事連）に示された研究成果
- 最新の科学的・技術的知見
- 国際的な議論を経て構築された地層処分に関連する原則
論，法規制等
- サイト選定の進展に対応して，より詳細化するサイト環
境条件の情報に基づく，安全で合理的な処分場概念の開
発のための方法
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まとめ

• 国の方針に従い原環機構はHLW処分事業を遂行

• 事業推進方針の基本的考え方
– 段階的な事業展開
– 地域の自主性の尊重
– 透明性の重視

• 公募関係資料に加え詳細技術報告書の公表
– 「概要調査地区選定上の考慮事項」
　　「概要調査地区選定上の考慮事項の背景と技術的根拠」
– 「処分場の概要」
　　　「高レベル放射性廃棄物地層処分の技術と安全性」


